
総 数 管 内 事 件 他 府 県 事 件

82,764              33,521              29,198              4,323                

殺 人 103            102            102            -              

嬰 児 殺 2              1              1              -              

強 盗 殺 人 -              -              -              -              

強 盗 傷 人 95             99             98             1              

強 盗 ・ 強 制 性 交 等 11             11             11             -              

普 通 強 盗 157            155            153            2              

放 火 70             66             66             -              

強 制 性 交 等 231            234            232            2              

凶 器 準 備 集 合 -              -              -              -              

暴 行 3,571          2,788          2,788          -              

傷 害 2,203          2,022          2,019          3              

傷 害 致 死 6              7              7              -              

脅 迫 470            411            408            3              

恐 喝 211            196            190            6              

侵 入 窃 盗 3,149          3,762          2,479          1,283          

非 侵 入 窃 盗 52,077         14,643         12,808         1,835          

詐 欺 5,772          2,776          1,913          863            

横 領 146            151            147            4              

偽 造 355            286            245            41             

汚 職 7              7              7              -              

背 任 14             13             13             -              

賭 博 15             15             15             -              

強 制 わ い せ つ 547            528            526            2              

公 然 わ い せ つ ・ 物 202            185            185            -              

占 有 離 脱 物 横 領 2,472          2,425          2,257          168            

うち）自転車占脱 1,666          1,739          1,644          95             

公 務 執 行 妨 害 390            385            384            1              

住 居 侵 入 763            637            580            57             

盗 品 等 91             86             80             6              

器 物 損 壊 等 8,927          981            974            7              

そ の 他 707            549            510            39             

注1　刑法犯とは、刑法に規定する罪（道路上の交通事故に係る第211条の罪を除く。）、爆発物取締罰則、
   決闘罪に関する件、暴力行為等処罰に関する法律、盗犯等の防止及び処分に関する法律、航空機の強取
　 等の処罰に関する法律、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、航空の危険を生じさせる行為等の処罰
　 に関する法律、人質による強要行為等の処罰に関する法律、流通食品への毒物の混入等の防止等に関す
数値：刑事総務課
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第３０表　刑法犯の罪種別認知・　

粗

暴
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凶

悪

犯

窃
盗
犯

罪 種

総 数

総 数 うち）少年 総 数 死 者 重 傷 者 軽 傷 者

23,271           2,265             2,429             2,615             55                 322               2,238             

98           4            -            88           32           20           36            

1            -            -            2            2            -            -             

5            -            -            -            -            -            -             

177          41           -            98           -            14           84            

4            -            -            -            -            -            -             

178          18           1            -            -            -            -             

58           -            -            7            2            3            2             

214          19           1            27           -            -            27            

-            -            -            -            -            -            -             

2,710        88           2            -            -            -            -             

2,493        158          -            2,302        -            272          2,030         

10           -            -            6            6            -            -             

392          19           -            -            -            -            -             

231          51           3            -            -            -            -             

752          41           226          -            -            -            -             

9,227        1,193        1,622        -            -            -            -             

1,297        118          416          -            -            -            -             

141          3            1            -            -            -            -             

177          6            8            -            -            -            -             

7            -            -            -            -            -            -             

11           -            -            -            -            -            -             

143          -            -            -            -            -            -             

406          34           2            19           -            -            19            

168          8            2            -            -            -            -             

2,330        257          73           -            -            -            -             

1,688        205          51           -            -            -            -             

323          11           -            -            -            -            -             

466          94           6            -            -            -            -             

82           33           9            -            -            -            -             

654          35           13           -            -            -            -             

516          34           44           66           13           13           40            

　 る特別措置法、サリン等による人身被害の防止に関する法律、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等
　 に関する法律、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律及び公衆等脅迫目的の犯
　 罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律に規定する罪をいう。
　2　少年とは、検挙時20歳未満の者をいい、重傷者とは、加療日数が1か月（30日）以上の負傷者をいう。

　検挙状況及び被殺傷者数

被 殺 傷 者 数検 挙 人 員 当 庁 事 件 の
他 府 県 警 察
検 挙 件 数
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総 数 管 内 事 件 他 府 県 事 件
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注1　刑法犯とは、刑法に規定する罪（道路上の交通事故に係る第211条の罪を除く。）、爆発物取締罰則、
   決闘罪に関する件、暴力行為等処罰に関する法律、盗犯等の防止及び処分に関する法律、航空機の強取
　 等の処罰に関する法律、火炎びんの使用等の処罰に関する法律、航空の危険を生じさせる行為等の処罰
　 に関する法律、人質による強要行為等の処罰に関する法律、流通食品への毒物の混入等の防止等に関す
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